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●基本的な考え 
 製造食品、加工食品については、原材料の状態、製造、加工された状態それぞれで 
 一般食品の基準値を適用することを原則とする。 
 ただし、以下の①、②の食品については、コーデックス委員会のReady-to-eatの 
 考え方を踏まえて、基準値を適用する。 

 
① 乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜など原材料を乾燥させ、 
    水戻しを行い、食べる食品 
 

→食用の実態を踏まえ、原材料の状態と食べる状態（水戻しを行った状態）で一般 
   食品の基準値を適用する。 
   注）のり、煮干し、するめ、干しぶどうなど原材料を乾燥させ、そのまま食べる食品は、原材料の状態、 
          製造、加工された状態（乾燥した状態）それぞれで一般食品の基準値を適用する。 

 

   ② 茶、こめ油など原料から抽出して飲む、又は使用する食品 
 

   →食用の実態、原材料の状態と飲用、使用する状態で食品形態が大きく異なる 
      ことから、原材料の状態では基準値の適用対象としない。茶は、製造、加工後、 
      飲む状態で飲料水の基準値を、米ぬかや菜種などを原料とする油は油で一般食品 
      の基準値を適用する。 
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■ 製造、加工食品の基準値適用の考え方 資料３ 


